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川
俣
地
内
の
国
道
改
築
工
事
に
伴
う
交
通
規
制

粟あ

わ

島
橋
と
交
差
す
る
町
道
が
通
行
止
め
に

国
道
１
２
２
号
の
道
路
改
築
工
事
に

伴
い
、
川
俣
地
内
の
町
道
69
号
線
が
交

通
規
制
さ
れ
ま
す
。

粟
島
神
社
の
北
西
に
位
置
す
る
、
国

道
下
を
く
ぐ
る
橋
（
ト
ン
ネ
ル
）
を
、

東
側
に
延
ば
す
工
事
の
た
め
工
事
期
間

中
、
一
般
車
両
は
通
行
止
め
と
な
り
ま

す
の
で
迂う

回
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇
規
制
場
所

国
道
の
粟
島
橋
（
ト
ン

ネ
ル
）
と
交
差
す
る
町
道
の
一
区
間

◇
規
制
期
間

２
月
中
旬
〜
４
月
下
旬

※
詳
細
な
工
事
の
工
程
が
決
ま
り
ま
し

た
ら
、
予
告
看
板
や
回
覧
等
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す

が
、
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。今

年
成
人
式
を
迎
え
る
20
歳
の
皆
さ

ん
、
国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
は
お
済

み
で
す
か
。
日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60

歳
未
満
の
か
た
は
全
員
が
国
民
年
金
に

加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
20
歳

の
誕
生
月
の
前
月
に
太
田
社
会
保
険
事

務
所
か
ら
書
類
が
郵
送
さ
れ
ま
す
の

で
、
そ
の
中
に
あ
る
は
が
き
を
郵
送
す

る
か
住
民
課
へ
直
接
持
参
し
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
す
で
に
就
職
し
て
厚
生
年

金
や
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
る
か
た

は
第
２
号
被
保
険
者
と
し
て
国
民
年
金

に
加
入
済
み
で
す
の
で
、
は
が
き
に
該

当
項
目
を
記
入
し
郵
送
し
て
く
だ
さ

い
。ま

た
、
収
入
が
一
定
以
下
の
学
生
の

か
た
は
、
申
請
し
て
承
認
を
受
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
学
生
期
間
中
の
保
険
料

納
付
が
猶
予
さ
れ
る
『
学
生
納
付
特
例

◇
問
い
合
わ
せ

館
林
土
木
事
務
所

�
（72）
４
３
５
５

誕
生
月
の
20
日
ま
で
に
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
に
加
入
を

対
象
は
小
学
1
年
〜
3
年
生

学
童
保
育
所
の
児
童
を
募
集
し
ま
す

（
公
設
公
営
）
し
て
い
ま
す
が
、
平
成

16
年
４
月
か
ら
は
保

護
者
を
中
心
と
し
た

組
織
に
委
託
（
公
設

民
営
化
）
す
る
予
定

で
す
。

※
詳
し
く
は
保
健
福

祉
課
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

制
度
』
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
猶
予
を
受

け
て
い
る
期
間
中
に
事
故
な
ど
で
障
害

を
負
っ
た
場
合
は
、
障
害
基
礎
年
金
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
猶

予
を
受
け
た
期
間
は
老
齢
基
礎
年
金
の

受
給
資
格
期
間
に
反
映
さ
れ
ま
す
が
、

年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
満
額

の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
た
め
に

は
、
10
年
以
内
に
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
が
必
要
で
す
。
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3
月
以
降
の
受
付
は
平
成
17
年
度
の
処
理
に

農
用
地
区
域
変
更
申
請
期
限
は
２
月
27
日
（金）

農
地
を
農
地
以
外
（
住
宅
用
地
、
駐

車
場
用
地
な
ど
）
の
目
的
に
利
用
す
る

こ
と
を
考
え
て
い
る
か
た
は
、
農
用
地

区
域
変
更
（
除
外
）
申
請
の
手
続
き
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

該
当
さ
れ
る
か
た
は
、
申
請
期
限
の

２
月
27
日
�
ま
で
に
役
場
経
済
課
へ
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

■
注
意
事
項

３
月
以
降
の
申
請
受
付
分
に
つ
い
て

は
、
平
成
17
年
度
の
処
理
と
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
経
済
課
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
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◇
募
集
人
員

東
部
・
西
部
学
童
保
育

所
と
も
に
30
名

◇
対
象
児
童

保
護
者
の
就
労
等
に
よ

る
放
課
後
の
保
育
が
困
難
な
児
童

（
小
学
１
年
〜
３
年
生
）

◇
保
育
時
間

放
課
後
〜
午
後
６
時

◇
使
用
料
等

未
定
（
保
護
者
会
が
決

定
し
ま
す
）

◇
申
込
期
限

２
月
10
日
�

学
童
保
育
所
が
公
設
民
営
化
に

学
童
保
育
所
は
、
現
在
町
で
運
営


